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償還報告書（全体版） 

[繰上償還] 

国際チャインドネシア・ 
エクイティ・オープン 

 

 
 

信託終了日：2017年12月20日 
 

 

 

受益者のみなさまへ 
 

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。 

さて、「国際チャインドネシア・エクイティ・オープ

ン」は、約款の規定に基づき、先般ご案内申し上げま

した予定通り、12月20日に繰り上げて償還させていた

だきました。ここに謹んで運用経過と償還内容をご報

告申し上げます。 

今後とも引き続きお引き立て賜りますようお願い

申し上げます。 

 

当ファンドの仕組みは次の通りです。 

商 品 分 類 追加型投信／海外／株式 

信 託 期 間 
2017年12月20日［当初、2020年７月22日］まで
（2011年３月３日設定） 

運 用 方 針 
ファミリーファンド方式により、信託財産の成
長を目指して運用を行います。 

主要運用対象 

ベ ビ ー 
フ ァ ン ド 

チャインドネシア株式オープン 
マザーファンド受益証券 

マ ザ ー 
フ ァ ン ド 

中国＊、インド、インドネシアの金融
商品取引所に上場（これに準ずるも
のを含みます。）されている中国、イ
ンド、インドネシアの企業の株式 
＊主に香港取引所上場の香港ドル建株式

を投資対象とし、また上海証券取引所
上場の米ドル建株式、深セン証券取引
所上場の香港ドル建株式にも投資を行
うことがあります。 

運 用 方 法 

・中国、インド、インドネシアの株式に投資し、
中長期的な値上がり益の獲得を目指します。 

・マザーファンドの運用指図委託契約に基づ
き、ＣＩＭＢプリンシパル・アセット・マネジ
メント・ブルハドに運用指図の権限を委託し
ます。 

主な組入制限 

ベ ビ ー 
フ ァ ン ド 

・マザーファンドへの投資割合は、
制限を設けません。 

・株式への実質投資は、制限を設け
ません。 

・同一銘柄の株式への実質投資は、
当ファンドの純資産総額の10％
以内とします。 

・外貨建資産への実質投資は、制限
を設けません。 

マ ザ ー 
フ ァ ン ド 

・株式への投資は、制限を設けま
せん。 

・同一銘柄の株式への投資は、信託
財産の純資産総額の10％以内と
します。 

・外貨建資産への投資は、制限を設
けません。 

分 配 方 針 

毎年１月22日（休業日の場合は翌営業日）に決算
を行い、収益分配方針に基づいて分配を行いま
す。分配対象額の範囲は、経費控除後の配当等収
益と売買益（評価益を含みます。）等の全額とし
ます。基準価額水準、市況動向、残存信託期間等
を勘案して、分配金額を決定します。（ただし、
分配対象収益が少額の場合には分配を行わない
こともあります。） 

※ 当ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。 
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国際チャインドネシア・エクイティ・オープン

本資料 の表記にあたって  

・原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合
計が合計欄の値とは一致しないことがあります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。 

・－印は組入れまたは売買がないことを示しています。 

 

○最近５期の運用実績 
 

決 算 期 
基 準 価 額 

（ 参 考 指 数 ） 
合 成 指 数 株   式 

組 入 比 率 
株   式 
先 物 比 率 

純 資 産 
総 額 

(分配落) 
税 込 み 
分 配 金 

期 中 
騰 落 率 

 
期 中 
騰 落 率 

 円 銭 円 ％  ％ ％ ％ 百万円 

３期(2014年１月22日) 12,558    10 11.0 12,196 4.1 95.7 － 25 

４期(2015年１月22日) 17,456    10 39.1 16,990 39.3 96.4 － 58 

５期(2016年１月22日) 14,109    10 △19.1 13,102 △22.9 93.1 － 43 

６期(2017年１月23日) 16,228    10 15.1 15,311 16.9 91.5 － 49 

(償還時) (償還価額)        

７期(2017年12月20日) 21,386.36 － 31.8 20,204 32.0 － － 133 
 

（注） 基準価額の騰落率は分配金込み。 

（注） 基準価額動向の理解に資するため、参考指数を掲載しておりますが、当ファンドのベンチマークではありません。 

（注）参考指数は、MSCI China、MSCI India、MSCI Indonesia等ウエイト合成指数（税引き後配当込み、月末リバランス、円換算）です。MSCI 

China、MSCI India、MSCI Indonesia等ウエイト合成指数（税引き後配当込み、月末リバランス、米ドル建て）の基準日前営業日の指数

を基準日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により三菱ＵＦＪ国際投信が円換算したうえ当ファンドの設定時を10,000として指数

化したものです。 

出所：MSCI。掲載されるMSCIデータは、MSCIによって、三菱ＵＦＪ国際投信の為に、または三菱ＵＦＪ国際投信のリクエストによって

算出されるカスタムインデックスにより構成されています。掲載されるMSCIデータは、利用者による使用のみが許諾され、再配信する

こと、及びいかなる有価証券、金融商品、またはインデックスの組成に関連した利用も許諾されておりません。MSCIデータを編集、算

出、作成することに関わったMSCIもしくは他の第三者（以下、MSCI関係者）も、これらのデータ、またはデータの使用によって得られ

る結果に関していかなる明示的、黙示的保証、告知はしません。また、MSCI関係者は、MSCIデータを特定の目的で使用することにおい

て、独自性、正確性、完全性、商業性、適合性に対する全ての保証を放棄します。以上のことに限定することなく、MSCI関係者は、直

接的、間接的、特定の、懲罰的、重大な、またその他、利益の損失を含むいかなる損害に対しても、それの可能性が事前に通知されて

いたとしても、責任を負いません。 

（注） 外国の指数は、基準価額への反映に合わせて前営業日の値を使用しております。 

（注） 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」は実質比率を記載しております。 

（注） 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。 
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国際チャインドネシア・エクイティ・オープン

○当期中の基準価額と市況等の推移 

年 月 日 
基 準 価 額 

（ 参 考 指 数 ） 
合 成 指 数 株   式 

組 入 比 率 
株   式 
先 物 比 率 

 騰 落 率  騰 落 率 

(期  首) 円 銭 ％  ％ ％ ％ 

2017年１月23日 16,228    － 15,311 － 91.5 － 

１月末 16,530    1.9 15,669 2.3 93.0 － 

２月末 16,720    3.0 16,038 4.7 94.4 － 

３月末 17,303    6.6 16,711 9.1 96.6 － 

４月末 17,855    10.0 17,011 11.1 96.7 － 

５月末 18,038    11.2 17,408 13.7 94.2 － 

６月末 18,964    16.9 17,834 16.5 95.4 － 

７月末 19,714    21.5 18,423 20.3 93.9 － 

８月末 20,198    24.5 18,720 22.3 95.7 － 

９月末 20,437    25.9 18,711 22.2 92.7 － 

10月末 21,249    30.9 19,607 28.1 90.6 － 

11月末 21,460    32.2 19,934 30.2 92.8 － 

(償還時) (償還価額)      

2017年12月20日 21,386.36 31.8 20,204 32.0 － － 
 

（注） 騰落率は期首比。 

（注） 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」は実質比率を記載しております。 

（注） 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。 
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国際チャインドネシア・エクイティ・オープン

○１万口当たりの費用明細 (2017年１月24日～2017年12月20日) 

項 目 
当 期 

項 目 の 概 要 
金 額 比 率 

  円 ％  

（a） 信 託 報 酬 318  1.679  (a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率× 
           （期中の日数÷年間日数） 

 （ 投 信 会 社 ） (174)  (0.916)  ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書 
等の作成等の対価 

 （ 販 売 会 社 ） (135)  (0.713)  交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等 
の対価 

 （ 受 託 会 社 ） ( 10)  (0.051)  ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価 

（b） 売 買 委 託 手 数 料 104   0.549   (b)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 
有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料 

 （ 株  式 ） (104)  (0.549)   

（c） 有 価 証 券 取 引 税 46   0.244   (c)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 
有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金 

 （ 株  式 ） ( 46)  (0.244)   

（d） そ の 他 費 用 95   0.499   (d)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 

 （ 保 管 費 用 ） ( 92)  (0.488)  有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用 

 （ 監 査 費 用 ） (  2)  (0.010)  ファンドの決算時等に監査法人から監査を受けるための費用 

 （ そ の 他 ） (  0)  (0.001)  信託事務の処理等に要するその他諸費用 

 合 計 563   2.971    

期中の平均基準価額は、18,951円です。  

 
（注） 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結

果です。 

（注） 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。 

（注） 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンド

に対応するものを含みます。 

（注） 各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに

小数第３位未満は四捨五入してあります。 
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国際チャインドネシア・エクイティ・オープン

○売買及び取引の状況 (2017年１月24日～2017年12月20日) 

 

銘 柄 
設 定 解 約 

口 数 金 額 口 数 金 額 
 千口 千円 千口 千円 
チャインドネシア株式オープン マザーファンド 65,925 136,321 95,891 207,345 

 
 
 

○株式売買比率 (2017年１月24日～2017年12月20日) 

 

項 目 
当 期 

チャインドネシア株式オープン マザーファンド 

(a) 期中の株式売買金額 2,489,766千円 
(b) 期中の平均組入株式時価総額 904,130千円 

(c) 売買高比率（a）／（b） 2.75   
 

（注） (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。 

 

○利害関係人との取引状況等 (2017年１月24日～2017年12月20日) 

 

 該当事項はございません。 

 
利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。 

 

○組入資産の明細 (2017年12月20日現在) 

 

 信託終了日現在、有価証券等の組入れはございません。 

 

 

銘 柄 
期首(前期末) 

口 数 

 千口 

チャインドネシア株式オープン マザーファンド 29,966 
 
 
 

  

親投資信託受益証券の設定、解約状況 

親投資信託残高 
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国際チャインドネシア・エクイティ・オープン

○投資信託財産の構成 (2017年12月20日現在) 

項 目 
償 還 時 

評 価 額 比 率 

 千円 ％ 

コール・ローン等、その他 135,855 100.0 

投資信託財産総額 135,855 100.0 
 
 
 

○資産、負債、元本及び償還価額の状況 （2017年12月20日現在) 

項 目 償 還 時 

  円 

(A) 資産 135,855,617   

 コール・ローン等 135,855,617   

(B) 負債 2,243,749   

 未払解約金 1,370,416   

 未払信託報酬 867,882   

 未払利息 241   

 その他未払費用 5,210   

(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ) 133,611,868   

 元本 62,475,281   

 償還差益金 71,136,587   

(D) 受益権総口数 62,475,281口 

 １万口当たり償還価額(Ｃ／Ｄ) 21,386円36銭 
 
＜注記事項＞ 

①期首元本額 30,619,566円 

期中追加設定元本額 85,570,998円 

期中一部解約元本額 53,715,283円 

また、１口当たり純資産額は、期末2.138636円です。 

○損益の状況 (2017年１月24日～2017年12月20日) 

項 目 当 期 

  円 

(A) 配当等収益 △       924   

 支払利息 △       924   

(B) 有価証券売買損益 11,792,942   

 売買益 19,766,035   

 売買損 △ 7,973,093   

(C) 信託報酬等 △ 1,408,867   

(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ) 10,383,151   

(E) 前期繰越損益金 △   450,825   

(F) 追加信託差損益金 61,204,261   

 (配当等相当額) (  28,016,518)  

 (売買損益相当額) (  33,187,743)  

 償還差益金(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ) 71,136,587   
 

（注） (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

（注） (C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて

表示しています。 

（注） (F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設

定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。 
 

②「チャインドネシア株式オープン マザーファンド」の信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用

として、信託財産に属する同親投資信託の信託財産の純資産総額に対し年１万分の50の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁して

おります。 
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国際チャインドネシア・エクイティ・オープン

○投資信託財産運用総括表 
 

信 託 期 間 
投資信託契約締結日 2011年３月３日 投資信託契約終了時の状況 

投資信託契約終了日 2017年12月20日 資 産 総 額 135,855,617円 

区   分 投資信託契約締結当初 投資信託契約終了時 差引増減または追加信託 
負 債 総 額 2,243,749円 

純 資 産 総 額 133,611,868円 

受益権口数 1,000,000口 62,475,281口 61,475,281口 受 益 権 口 数 62,475,281口 

元 本 額 1,000,000円 62,475,281円 61,475,281円 １万口当たり償還金 21,386円36銭 

毎計算期末の状況 

計 算 期 元 本 額 純資産総額 基準価額 
１万口当たり分配金 

金   額 分 配 率 

第１期 23,256,930円 20,330,572円 8,742円 0円 0.0％ 

第２期 40,612,906   45,970,713   11,319   10   0.1   

第３期 20,673,581   25,962,776   12,558   10   0.1   

第４期 33,458,706   58,406,099   17,456   10   0.1   

第５期 30,677,323   43,281,844   14,109   10   0.1   

第６期 30,619,566   49,689,287   16,228   10   0.1   
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国際チャインドネシア・エクイティ・オープン

○償還金のお知らせ  

１万口当たり償還金（税込み） 21,386円36銭 
 
◆償還金は償還日から起算して５営業日までにお支払いを開始しております。 

◆課税上の取り扱い 

・個人受益者の場合、償還価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益（譲渡益）が譲渡所得等として課税され、原

則として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率による申告分離課税が適用されます。 

・特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収され、

原則として、申告は不要です。 

 

※法人受益者に対する課税は異なります。 

※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。 

※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。 

 
［ お 知 ら せ ］ 

①信用リスクを適正に管理する方法を新たに定める（分散型に分類）ため、信用リスク集中回避のための投資制限の追加およびこれに伴う

投資制限の記載の変更を行い、信託約款に所要の変更を行いました。 

（2017年４月22日） 

②2014年１月１日から、2037年12月31日までの間、普通分配金並びに解約時又は償還時の差益に対し、所得税15％に2.1％の率を乗じた復興

特別所得税が付加され、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％（法人受益者は15.315％の源泉徴収が行われます。））

の税率が適用されます。 

③受益権の口数が投資信託約款に定められた口数を下回っており、投資信託契約を解約することが受益者にとって有利であると認められる

ため、信託約款の規定に基づき、信託を終了しました。 

（2017年12月20日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

「Chindonesia®」は、CLSA B.V.（その関係会社を含めCLSAといいます）が所有する登録商標であり、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社に

対して、日本における国際チャインドネシア・エクイティ・オープン（以下「当該ファンド」といいます。）について使用許諾が与え

られています。CLSAは、当該ファンドについて、発行・提供・保証・支持・販売・販売促進等を行うものではなく、また、当該ファ

ンドの適法性および適合性、または当該ファンドに関する説明もしくは当該ファンドの開示事項にかかる正確性・妥当性について責

任を負うものではありません。CLSAは当該ファンドの投資家および不特定多数の公衆に対して、証券投資一般もしくは当該ファンド

そのものに対する投資適格性に関し、明示、黙示を問わず、いかなる意思表明あるいは保証を行うものではありません。CLSAは、当

該ファンドの管理・販売もしくは取引等その他一切の行為について責任を負うものではありません。 

上記の記述を制限することなく、CLSAはいかなる場合においても、逸失利益あるいは特定の損害あるいは偶発的、懲罰的、間接的ま

たは結果的な損害について、たとえそのような損害が発生する可能性があることを知りえたとしても、一切の責任を負いません。 
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